
目

次

規

則

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

規

則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
被
措
置
者
等
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
又
は

被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
の
別
表
第
二
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
に
応
じ
同
表
」
を
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え

る
。一

障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
へ
の
児
童
等
入
所
措
置
の
場
合

被
措
置

者
等
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
の
別
表
第
二
の
税
額
等
に
よ
る
階

層
区
分
に
応
じ
同
表
に
定
め
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

被
措
置
者
等
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
の

属
す
る
世
帯
又
は
被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
の
別
表
第
三
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
に

応
じ
同
表
に
定
め
る
額

第
二
十
条
第
四
項
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
Ｄ
１
階
層
」

の
下
に
「
及
び
Ｄ
２
階
層
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
二
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
」

を
「
別
表
第
三
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
Ｃ
１
階
層
か
ら
Ｄ
２
階
層

ま
で
及
び
Ｄ
３
階
層
（
別
表
第
二
の
備
考
一
の
４
」
を
「
Ｃ
階
層
か
ら
Ｄ
３
階
層
ま
で
及
び
Ｄ
４
階

層
（
別
表
第
三
の
備
考
一
の
３
」
に
、
「
世
帯
等
所
得
税
額
（
」
を
「
世
帯
等
所
得
割
の
額
（
」

に
、
「
世
帯
等
所
得
税
額
」
」
を
「
世
帯
等
所
得
割
の
額
」
」
に
、
「
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八

一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
Ｄ
３
階
層
（
世
帯
等
所
得
税
額
が
六
〇
、
〇
〇
一
円
」
を
「
Ｄ
４
階
層

（
世
帯
等
所
得
割
の
額
が
八
一
、
〇
〇
一
円
」
に
、
「
Ｄ
４
階
層
か
ら
Ｄ
13
階
層
」
を
「
Ｄ
５
階
層

か
ら
Ｄ
14
階
層
」
に
、
「
Ｄ
14
階
層
」
を
「
Ｄ
15
階
層
」
に
、
「
別
表
第
二
の
備
考
一
の
７
」
を

「
別
表
第
三
の
備
考
一
の
５
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」

に
、
「
Ｄ
５
階
層
か
ら
Ｄ
14
階
層
」
を
「
Ｄ
６
階
層
か
ら
Ｄ
15
階
層
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
扶
養
義
務
者
等
徴
収
金
額
」
を
「
入
所
等
徴
収
金
の
額
（
障
害
児
入
所
施
設
及
び

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
へ
の
児
童
等
入
所
措
置
以
外
の
場
合
）
」
に
、

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第33号令和２年３月30日 月曜日

青
森
県
報

Ｃ１

所
得
税
非
課
税
世

帯
等
（
生
活
保
護

世
帯
等
、
支
援
給

付
世
帯
等
及
び
市

町
村
民
税
非
課
税

世
帯
等
を
除
く
。

）

均
等
割
課
税
世
帯
等
（
所
得
割

課
税
世
帯
等
を
除
く
。
）

月
額

四
、
五
〇
〇
円

Ｃ２

所
得
割
課
税
世
帯
等

月
額

六
、
六
〇
〇
円

Ｄ１

所
得
税
課
税

世
帯
等
（
生

活
保
護
世
帯

等
、
支
援
給

付
世
帯
等
及

び
市
町
村
民

税
非
課
税
世

帯
等
を
除

く
。
）

世帯等所得税額

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ２

一
五
、
〇
〇
一
円
以
上

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
三
、
五
〇
〇
円

Ｄ３

四
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
八
、
七
〇
〇
円

Ｄ４

七
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

一
八
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

二
九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ５

一
八
三
、
〇
〇
一
円
以
上

四
〇
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
四
一
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

四
一
、
二
〇
〇
円
）

号
外
第
三
十
三
号

令
和
二
年三

月
三
十
日

（
月
曜
日
）

「



を
」

「

に
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Ｄ６

四
〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上

七
〇
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
五
四
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

五
四
、
二
〇
〇
円
）

Ｄ７

七
〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
〇
七
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
六
八
、
七
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

六
八
、
七
〇
〇
円
）

Ｄ８

一
、
〇
七
八
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
六
三
二
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
八
五
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

八
五
、
〇
〇
〇
円
）

Ｄ９

一
、
六
三
二
、
〇
〇
一
円
以
上

二
、
三
〇
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
〇
二
、
九

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
〇
二
、
九
〇
〇

円
）

Ｄ10

二
、
三
〇
三
、
〇
〇
一
円
以
上

三
、
一
一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
二
二
、
五

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
二
二
、
五
〇
〇

円
）

Ｄ11

三
、
一
一
七
、
〇
〇
一
円
以
上

四
、
一
七
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額
（
そ
の

額
が
一
四
三
、
八
〇
〇
円

を
超
え
る
と
き
は
、
一
四

三
、
八
〇
〇
円
）

Ｄ12

四
、
一
七
三
、
〇
〇
一
円
以
上

五
、
三
三
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額
（
そ
の

額
が
一
六
六
、
六
〇
〇
円

を
超
え
る
と
き
は
、
一
六

六
、
六
〇
〇
円
）

Ｄ13

五
、
三
三
四
、
〇
〇
一
円
以
上

六
、
六
七
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
九
一
、
二

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
九
一
、
二
〇
〇

円
）

Ｄ14

六
、
六
七
四
、
〇
〇
一
円
以
上

措
置
費
の
支
弁
額

Ｃ

均
等
割
課
税
世
帯
等
（
生
活
保
護
世
帯
等
、
支
援
給

付
世
帯
等
及
び
所
得
割
課
税
世
帯
等
を
除
く
。
）

月
額

四
、
五
〇
〇
円

Ｄ１

所
得
割
課
税

世
帯
等
（
生

活
保
護
世
帯

等
及
び
支
援

給
付
世
帯
等

を
除
く
。
）

世帯等所得割の額

九
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

六
、
六
〇
〇
円

Ｄ２

九
、
〇
〇
一
円
以
上

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ３

二
七
、
〇
〇
一
円
以
上

五
七
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
三
、
五
〇
〇
円

Ｄ４

五
七
、
〇
〇
一
円
以
上

九
三
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
八
、
七
〇
〇
円

Ｄ５

九
三
、
〇
〇
一
円
以
上

一
七
七
、
三
〇
〇
円
以
下

月
額

二
九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ６

一
七
七
、
三
〇
一
円
以
上

二
五
八
、
一
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
四
一
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

四
一
、
二
〇
〇
円
）

Ｄ７

二
五
八
、
一
〇
一
円
以
上

三
四
八
、
一
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
五
四
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

五
四
、
二
〇
〇
円
）

Ｄ８

三
四
八
、
一
〇
一
円
以
上

四
五
六
、
一
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
六
八
、
七
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

六
八
、
七
〇
〇
円
）

Ｄ９

四
五
六
、
一
〇
一
円
以
上

五
八
三
、
二
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
八
五
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

八
五
、
〇
〇
〇
円
）

Ｄ10

五
八
三
、
二
〇
一
円
以
上

七
〇
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
〇
二
、
九

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
〇
二
、
九
〇
〇

円
）

Ｄ11

七
〇
四
、
〇
〇
一
円
以
上

八
五
二
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
二
二
、
五

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
二
二
、
五
〇
〇

円
）

Ｄ12

八
五
二
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
〇
四
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
四
三
、
八

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
四
三
、
八
〇
〇

円
）



」

に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
の
１
中
「
（
被
措
置
者
等
並
び
に
基
準
日
に
お
い
て
当
該
被
措
置
者
等
と

世
帯
及
び
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
一
の
３
を
削
り
、
同
一
の
４
中
「
世
帯
等
所
得
税
額
」
を
「
世
帯
等
所
得

割
の
額
」
に
、
「
所
得
税
の
額
」
を
「
所
得
割
の
額
」
に
改
め
、
同
４
を
同
一
の
３
と
し
、
同
一
の

５
中
「
（
基
準
日
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

度
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
規
定
は
」
を
「
規
定
は
、
」
に
改
め
、
「
も
の
と
し
、
十
六
歳

未
満
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
当
該
扶

養
親
族
を
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
と
、
十
六

歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
有
す
る
場

合
に
は
当
該
扶
養
親
族
を
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族

と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
」
を
削
り
、
同
５
を
同
一
の
４
と
し
、
同
一
の
６
を
削

り
、
同
一
の
７
中
「
（
以
下
「
入
所
措
置
費
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
及
び
除
雪
費
」
を
「
、

社
会
的
養
護
処
遇
改
善
加
算
費
、
施
設
機
能
強
化
推
進
費
、
単
身
赴
任
手
当
加
算
費
、
入
所
児
童

（
者
）
処
遇
特
別
加
算
費
、
第
三
者
評
価
受
審
費
加
算
費
、
賃
借
費
加
算
費
、
除
雪
費
、
降
灰
除
去

費
、
保
育
機
能
強
化
加
算
費
及
び
一
時
保
護
実
施
特
別
加
算
費
」
に
改
め
、
後
段
を
削
り
、
同
７
を

同
一
の
５
と
し
、
同
備
考
中
六
を
八
と
し
、
五
を
削
り
、
同
備
考
四
の
２
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
四
の
３
中
「
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
等

（
同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援
に

係
る
」
を
「
第
六
条
に
規
定
す
る
自
立
支
援
給
付
（
知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
」
、
「
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
及
び
「
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
四
を
同
備
考
七
と
し
、
同
備
考
中
三
を
五
と
し
、

二
を
四
と
し
、
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
入
所
納
入
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を

有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
入
所
納
入
義
務
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に

住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

三

入
所
納
入
義
務
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者
が
、
地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

に
あ
つ
て
は
均
等
割
の
額
及
び
所
得
割
の
額
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
と
み
な
し
、
そ
の
他
の

場
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
額
（
２
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
額
）
を
そ
の
者
の
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所

得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
も

の
と
す
る
。

１

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離

婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も

の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
２
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。

２

１
本
文
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る

扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か
つ
、
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
五
百
万
円
以

下
で
あ
る
者

３

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚

し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も

の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
者

別
表
第
二
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
二
十
条
関
係
）

入
所
等
徴
収
金
の
額
（
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
へ
の
児
童
等
入
所
措
置

の
場
合
）
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Ｄ13

一
、
〇
四
四
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
二
二
五
、
五
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
六
六
、
六

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
六
六
、
六
〇
〇

円
）

Ｄ14

一
、
二
二
五
、
五
〇
一
円
以
上

一
、
四
二
六
、
五
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
九
一
、
二

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
九
一
、
二
〇
〇

円
）

Ｄ15

一
、
四
二
六
、
五
〇
一
円
以
上

措
置
費
の
支
弁
額

税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分

徴
収
金
の
額

階
層

税

額

等

Ａ

生
活
保
護
世
帯
及
び
支
援
給
付
世
帯

―



備
考一

こ
の
表
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

「
生
活
保
護
世
帯
」
と
は
世
帯
員
（
被
措
置
者
等
並
び
に
基
準
日
に
お
い
て
当
該
被
措
置

者
等
と
世
帯
及
び
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
人
以
上
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者
で
あ
る
世
帯
を
い

い
、
「
支
援
給
付
世
帯
」
と
は
世
帯
員
の
一
人
以
上
が
中
国
残
留
邦
人
等
自
立
支
援
法
に
よ

る
被
支
援
者
で
あ
る
世
帯
を
い
う
。

２

「
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
」
と
は
世
帯
員
の
全
員
が
均
等
割
の
額
及
び
所
得
割
の
額
を

課
税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
を
い
い
、
「
均
等
割
課
税
世
帯
」
と
は
世
帯
員
の
一
人
以
上
が
均

等
割
の
額
を
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
い
い
、
「
所
得
割
課
税
世
帯
」
と
は
世
帯
員
の
一
人

以
上
が
所
得
割
の
額
を
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
い
う
。

３

「
世
帯
所
得
割
の
額
」
と
は
、
世
帯
員
の
全
員
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
を
い
う
。

４

「
均
等
割
の
額
」
と
は
基
準
日
の
属
す
る
年
度
（
基
準
日
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に

あ
る
場
合
は
、
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
分
の
地
方
税
法
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
均
等
割
の
額
を
い
い
、
「
所
得
割
の
額
」
と
は
基
準

日
の
属
す
る
年
度
分
の
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
割
（
こ
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合

は
、
同
法
第
三
百
十
四
条
の
七
、
第
三
百
十
四
条
の
八
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
第
三
項
、

第
五
条
の
四
第
六
項
及
び
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
十
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Ｂ

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
及
び
支
援

給
付
世
帯
を
除
く
。
）

月
額

二
、
二
〇
〇
円

Ｃ

均
等
割
課
税
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
、
支
援
給
付
世
帯

及
び
所
得
割
課
税
世
帯
を
除
く
。
）

月
額

四
、
五
〇
〇
円

Ｄ１

所
得
割
課
税

世
帯
（
生
活

保
護
世
帯
及

び
支
援
給
付

世
帯
を
除

く
。
）

世帯所得割の額

一
二
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

六
、
六
〇
〇
円

Ｄ２

一
二
、
〇
〇
一
円
以
上

三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ３

三
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

六
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
三
、
五
〇
〇
円

Ｄ４

六
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

九
六
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

一
八
、
七
〇
〇
円

Ｄ５

九
六
、
〇
〇
一
円
以
上

一
八
九
、
〇
〇
〇
円
以
下

月
額

二
九
、
〇
〇
〇
円

Ｄ６

一
八
九
、
〇
〇
一
円
以
上

二
七
七
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
四
一
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

四
一
、
二
〇
〇
円
）

Ｄ７

二
七
七
、
〇
〇
一
円
以
上

三
四
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
五
四
、
二
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

五
四
、
二
〇
〇
円
）

Ｄ８

三
四
八
、
〇
〇
一
円
以
上

四
六
五
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
六
八
、
七
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

六
八
、
七
〇
〇
円
）

Ｄ９

四
六
五
、
〇
〇
一
円
以
上

五
九
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
八
五
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、

八
五
、
〇
〇
〇
円
）

Ｄ10

五
九
四
、
〇
〇
一
円
以
上

七
一
六
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
〇
二
、
九

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
〇
二
、
九
〇
〇

円
）

Ｄ11

七
一
六
、
〇
〇
一
円
以
上

八
六
四
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
二
二
、
五

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
二
二
、
五
〇
〇

円
）

Ｄ12

八
六
四
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
〇
五
六
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
四
三
、
八

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
四
三
、
八
〇
〇

円
）

Ｄ13

一
、
〇
五
六
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
六
六
、
六

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
六
六
、
六
〇
〇

円
）

Ｄ14

一
、
二
三
八
、
〇
〇
一
円
以
上

一
、
四
三
九
、
〇
〇
〇
円
以
下

措
置
費
の
支
弁
額

（
そ
の
額
が
一
九
一
、
二

〇
〇
円
を
超
え
る
と
き

は
、
一
九
一
、
二
〇
〇

円
）

Ｄ15

一
、
四
三
九
、
〇
〇
一
円
以
上

措
置
費
の
支
弁
額



六
歳
未
満
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合

に
は
当
該
扶
養
親
族
を
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象

扶
養
親
族
と
、
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定

す
る
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
当
該
扶
養
親
族
を
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す

る
。
）
の
額
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
百
二
十
三
条
に
規
定
す
る
市
町
村

民
税
の
減
免
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
減
免
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
か
ら
順
次

控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
三

項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
は
、
同
項
の
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
分
の
均
等
割
の
額

又
は
所
得
割
の
額
を
前
年
度
又
は
前
々
年
度
分
の
均
等
割
の
額
又
は
所
得
割
の
額
の
算
定
の

例
に
よ
り
算
定
し
、
均
等
割
の
額
又
は
所
得
割
の
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

５

「
措
置
費
の
支
弁
額
」
と
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
当
該
被
措
置
者
等
に
係
る
施
設
入
所
措

置
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
額
（
事
務
費
（
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
及
び
知
的
障
害
児
自

活
訓
練
事
業
加
算
費
を
除
く
。
）
及
び
事
業
費
（
月
額
保
護
単
価
に
よ
り
支
弁
し
た
も
の
に

限
る
。
）
の
合
計
額
を
日
割
り
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
並
び
に
事
業
費
（
月
額
保
護
単
価

に
よ
り
支
弁
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
）
を
い
う
。

二

所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
が
指

定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
扶
養
義
務
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な

す
。

三

第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者
が
、
地
方
税
法
第

二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
課

さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
所
得
割
の
額
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
と
み
な
し
、

そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
額
（
２
に

掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
額
）
に
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

１

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離

婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も

の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
２
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。

２

１
本
文
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る

扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か
つ
、
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
五
百
万
円
以

下
で
あ
る
者

３

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚

し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も

の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
者

四

被
措
置
者
等
の
属
す
る
世
帯
が
Ｂ
階
層
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
世
帯
が
次
に
掲
げ
る

世
帯
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
徴
収
金
の
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
は
、
な
い
も
の
と
す

る
。

１

第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯

２

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第

六
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
又
は
配
偶
者
の

な
い
男
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の
世
帯

３

在
宅
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
、
知
的
障
害
者
福
祉
法

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
措
置
等
を
受
け
て
い
る
者
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
六
条
に
規
定
す
る
自
立
支
援
給
付
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
の
受
給
者
を
除
く
。
）
が
属
す
る
世
帯

㈠

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
者

㈡

知
事
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
療
育
手
帳
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
手
帳
の
交

付
を
受
け
た
者

㈢

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四

号
）
第
五
条
の
認
定
を
受
け
た
者
が
監
護
若
し
く
は
養
育
す
る
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る

障
害
児
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
公
的
年
金
の
受
給
者

㈣

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た

者

４

被
措
置
者
等
の
保
護
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
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保
護
者
の
属
す
る
世
帯
そ
の
他
の
特
に
困
窮
し
て
い
る
世
帯
で
あ
る
と
地
域
県
民
局
長
が
認

め
る
も
の

五

被
措
置
者
等
が
、
三
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
経
過
し
た
障
害
児
で

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
徴
収
金
の
額
の
欄
に

掲
げ
る
額
は
、
な
い
も
の
と
す
る
。
被
措
置
者
等
の
属
す
る
世
帯
が
Ｂ
階
層
に
属
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
被
措
置
者
等
が
、
障
害
児
で
三
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

六

入
所
等
徴
収
金
の
額
が
そ
の
月
に
お
け
る
当
該
被
措
置
者
等
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額
を
超

え
る
場
合
は
、
当
該
措
置
費
の
支
弁
額
を
入
所
等
徴
収
金
の
額
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
期
間
に
係
る
青
森
県
児
童

福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
施
行
細
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
所
等
徴

収
金
（
以
下
「
入
所
等
徴
収
金
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
期
間
に
係

る
入
所
等
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
施
行
細
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
被
措
置
者
等
又
は
被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
で
あ
る
者
の
施
行
日
の
属
す
る
月
に
係

る
入
所
等
徴
収
金
の
額
が
施
行
日
の
前
日
の
属
す
る
月
に
係
る
入
所
等
徴
収
金
の
額
を
超
え
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
者
の
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
入
所
等
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て

は
、
地
域
県
民
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

地
域
県
民
局
長
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
入
所
等
徴
収
金
の
額
が
変
動
す
る

者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
施
行

日
以
後
の
期
間
に
係
る
入
所
等
徴
収
金
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
入
所
等
徴
収
金

の
額
の
改
定
を
行
い
、
費
用
徴
収
額
改
定
通
知
書
に
よ
り
、
改
定
後
の
入
所
等
徴
収
金
の
額
を
施

行
細
則
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
所
納
入
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
費
用
徴
収
額
改
定
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
施
行
細
則
第
十
一
号
様
式
の
規
定
を

準
用
す
る
。
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